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平成30年12月４日

株 主 各 位
東京都中央区銀座六丁目18番２号

メ ド ピ ア 株 式 会 社
代表取締役社長 石 見 陽

　
第14回定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

　さて、当社第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年12月18日（火曜日）午後５時

までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記
　

1. 日 時 平成30年12月19日（水曜日）午前10時

2. 場 所 東京都中央区日本橋本町２丁目３番11号

日本橋ライフサイエンスビルディング２階大会議室
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内

図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

3. 目的事項

報告事項 1. 第14期(平成29年10月１日から平成30年９月30日まで)事業

報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

2. 第14期(平成29年10月１日から平成30年９月30日まで)計算

書類報告の件

決議事項

第１号議案 取締役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（https://medpeer.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては法令及び定款第15条に基づき、インタ
ーネット上の上記当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

　・連結計算書類の連結注記表
　・計算書類の個別注記表
◎本定時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本定時株主総会終了後、

インターネット上の上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
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(添 付 書 類)

事 業 報 告

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

　
1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当社グループが属する医療・健康産業においては、団塊の世代が全員75歳以上に

達し医療・介護費の急増が懸念されるいわゆる2025年問題、さらに、既に減少に転

じている生産年齢人口が2025年以降に更に減少が加速する中で団塊ジュニア世代が

全員65歳以上に達して高齢者数がピークを迎え、医療・介護費の負担の増加が拡大

する2040年問題を抱えております。このような状況を踏まえ、日本政府は持続可能

な経済財政の基盤固めに向けた構造改革を推進しており、健康寿命の延伸を喫緊の

課題として『予防・健康管理』と『自立支援』に軸足を置きつつ、テクノロジーの

活用により医療・介護サービスの生産性向上を実現する、新しい医療・介護システ

ムを2020年までに本格稼働させることとしております。

さらに、製薬企業は医療従事者に向けた営業活動の生産性向上を企図し、情報提

供・収集活動の一環としてウェブサイトやアプリ、ソーシャルネットワークなど、

デジタルツールを活用した取り組みをより一層強化しております。これにより、製

薬企業にとってのeマーケティングは、かつての医薬情報担当者（MR）の「補完」と

しての位置づけから「主軸」としての活用を期待されるポジションへと変化してお

ります。

このような環境の中、当社グループは、ミッションである「Supporting Doctors,

Helping Patients.(医師を支援すること。そして患者を救うこと。)」を実現すべ

く、医師専用コミュニティサイト「MedPeer」を基盤として医師や医療現場を支援す

るサービスを展開するドクタープラットフォーム事業と、健康増進・予防などのコ

ンシューマー向けヘルスケア支援を展開するヘルスケアソリューション事業に取り

組んでまいりました。

また、2018年４月にはスギホールディングス株式会社と業務資本提携を行い、健

康・医療・介護領域におけるネットとリアルを融合した新たな統合型プラットフォ

ームの創出を目指しております。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,199,164千円、営業利益367,855千

円、経常利益379,395千円、親会社株主に帰属する当期純利益206,332千円となりま

した。
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　セグメント別業績は次のとおりであります。

①ドクタープラットフォーム事業

ドクタープラットフォーム事業では、国内医師の約３人に１人にあたる10万人超

の医師会員が参加する「MedPeer」サイトにおいて、「一人の医師の疑問は多くの医

師の疑問かもしれない」というコンセプトを基に、医薬品や疾患など臨床に関する

テーマから、医師のキャリアやプライベートまで、医師同士が経験や知識を“集合

知”として共有する、医師限定のユーザー参加型のコンテンツ（UGC：User

Generated Contents）を提供しております。

当連結会計年度において、10万人超の医師会員が利用するMedPeer上のコンテンツ

を充実させることにより、医師会員の活性度を向上する施策を展開してまいりまし

た。さらに、代表的コンテンツである約57万件以上の口コミが集まる医薬品の処方

実感共有サービス「薬剤評価掲示板」や「Web講演会」などの拡販、製薬企業等の

Webマーケティング施策の立案支援や非製薬企業向けの新商品の開発等を推進するこ

とで収益拡大に努めてまいりました。

これらの結果、売上高は1,794,473千円、セグメント利益は594,256千円となりま

した。

②ヘルスケアソリューション事業

ヘルスケアソリューション事業では、健康増進・予防などのコンシューマー向け

ヘルスケア支援を展開しております。子会社の株式会社フィッツプラスは特定保健

指導関連サービスを、株式会社Mediplatは医師による医療相談サービスである

「first call」を提供しております。当連結会計年度において、特定保健指導関連サ

ービスは制度改定等により、当社の特徴であるICTを活用したサービスの導入が進

み、当社による特定保健指導実施者数が増加いたしました。

また、「first call」については、法人営業を強化したことで法人利用社数が増加

するとともに、パートナー企業との積極的な連携を推進してまいりました。さらに、

産業医とオンラインで面談できる企業向けサービス「オンライン産業医」や「管理

栄養士による相談サービス」等、ニーズに即したサービスの拡充により、法人契約

社数を増加させてまいりました。

これらの結果、売上高が405,063千円となる一方で、サービス開発などの先行投資

が発生した影響で、セグメント損失52,257千円となりました。
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　セグメント別売上高
　

事 業 別 売 上 高 構 成 比

ドクタープラットフォー
ム事業

1,794,473
千円

81.6
％

ヘルスケアソリューショ
ン事業

404,691 18.4
　

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度の設備投資等の総額は84,639千円であり、その主なものは以下

の通りであります。

　当連結会計年度中に取得した主な設備

本社移転に伴う建物附属設備の取得 25,488千円

本社システムの開発・整備 36,786千円

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度中に、新株式発行と新株予約権の行使により382,841千円の資金

を調達いたしました。

(4) 対処すべき課題

　当社グループのサービス提供先となる健康・医療産業において、e-Marketingの

分野は他業界に比してその浸透は遅れており、インターネット技術の進化と共に、

今後の成長が期待されている領域であります。このような市場環境に身をおく当

社グループが安定成長を持続するためには、運営サイト「MedPeer」会員の満足度

を高め、医師の臨床上の課題を解決するために必須のインターネットサービスと

しての地位を確固たるものとし、顧客からの信頼を向上させ、リピート顧客の増

加を図ることにより収益基盤を高めていく必要があると認識しております。

　これらを具現化するため、当社グループは以下の７点を主な経営の課題と認識

しております。
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① 運営サイト「MedPeer」の継続的成長

② 知名度の向上

③ サイトの安全性強化

④ 収益基盤の強化

⑤ 競合他社への対応

⑥ 優秀な人材の採用

⑦ 経営管理体制の強化

① 運営サイト「MedPeer」の継続的成長

　当社グループの事業は、運営サイトである「MedPeer」会員の満足度によって

支えられていると考えております。会員の満足度を維持するためにも、

「MedPeer」会員に対し、日常臨床を行っていく上での疑問に答えを提示できる

ようなサービスを提供し続けることが課題と認識しております。また、

「MedPeer」が提供するサービスは医療にかかるものであることから社会的信頼

を確保するためにも、個人情報の保護に関する法律、薬機法、製薬協コード・

オブ・プラクティス（※）等の順守も重要課題であると認識しております。こ

の課題に対処するためにも、サービスの利便性向上とともに、コンプライアン

スの徹底を継続的に図ることにより、会員向けサービスを強化し続け、

「MedPeer」会員の満足度の維持を進めてまいります。

※ 製薬協コード・オブ・プラクティスについて

　製薬企業が薬機法・独占禁止法等の関係法規と公正競争規約等の自主規

制を順守し、医薬情報を適正な手段で提供・収集・伝達するために定めて

いる製薬業界の自主ルール

② 知名度の向上

　当社グループの運営するサービスの飛躍的な成長にとって、当社グループが

運営する「MedPeer」「first call」「DietPlus」の各サービスの知名度の向上を

図ることが必要であります。また、知名度の向上は、大手企業との提携等も含

めた事業展開をより有利に進めることや、サービスを支える優秀な人材を採

用・確保することに寄与すると考えております。

　当社グループでは、今後も当社グループ及び各運営サイトの知名度向上を目

指し、それぞれに適した広報活動を推進してまいります。
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③ サイトの安全性強化

　インターネット技術の進化にともない、インターネット上の情報共有の重要

性は認識されてきておりますが、一方で、サイトの安全性維持に対する社会的

要請も一層高まりを見せてきております。当社グループは、医師の情報や、患

者、病気の情報など、取扱う情報が通常のインターネットサイトに比して、よ

り社会的に大きな影響を与え得る重要情報であることを深く自覚しております。

このため、サイトの信頼性・安全性強化を経営上の最重要課題として、今後も

個人情報の保護に関する法律、薬機法、製薬協コード・オブ・プラクティス等

各種関連法規の順守を徹底してまいります。

④ 収益基盤の強化

　当社グループは、製薬企業を顧客としたマーケティング支援サービスを主な

収益源としております。一方で、当社グループが安定した成長を続けていくた

めには、医療のみならず、健康・予防を含めた医療・健康産業全般を対象とし

た事業展開を模索していく必要があります。

　この課題を解決するために当社グループでは、グループ各社がそれぞれ事業

を成長させることはもとより、最新技術の活用やグループシナジーの創出を通

じた新サービスの開発を図ることなどにより収益基盤の強化を進めてまいりま

す。

⑤ 競合他社への対応

　医療・健康産業においては、同業他社も取り組みを強化しているとともに、

新しい技術が生まれることによる新規参入企業が出現すること等により、競争

が一層激しくなっていくことが予想されます。一方で、健康に対する認知理解

が深まれば、当社グループにとってもメリットは大きいものと思われます。当

社グループでは、ユーザーにとって使い勝手の良いサイト構築を進めるととも

に、進化する各種技術を活用することで、更なる成長に取り組んでまいります。
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⑥ 優秀な人材の採用

　当社グループは、「MedPeer」サイトによるサービスを事業基盤としており、

その利便性及び機能の維持向上のためにも、サイト構築を担当する技術者の安

定的な採用が当社グループの事業成長にとっての課題であると認識しておりま

す。専門性が高い人材は適時に採用することが困難な場合があり、近年採用コ

ストは増加傾向にあります。

　これらの課題に対処するため、従業員が高いモチベーションを持って働ける

環境や人事制度の整備を行い、必要な人材を適時に採用できるような組織体制

の整備を進めてまいります。

　

⑦ 経営管理体制の強化

　当社グループが継続的に医師や顧客に対して安定的にサービスを提供し、企

業価値を継続的に向上させるためには、経営管理体制の更なる強化が必要と認

識しております。当社グループは、組織が健全かつ有効、効率的に運営される

ように内部統制の整備、強化、見直しを行うとともに、法令順守の徹底に努め

てまいります。

　

(5) 財産及び損益の状況の推移
　

　

期別
区分

第11期
平成27年９月期

第12期
平成28年９月期

第13期
平成29年９月期

第14期
平成 30 年９月期
(当連結会計年度)

売 上 高 (千円) 1,039,896 973,648 1,559,024 2,199,164

経 常 利 益 (千円) 135,919 51,256 65,996 379,395

親会社株主に帰属する当期純利益又は純損失(△) (千円) 70,397 23,611 △363,270 206,332

１株当たり当期純利益又は純損失(△) 　(円) 8.36 2.75 △41.81 22.91

総 資 産 (千円) 1,447,292 1,754,420 1,611,108 2,570,053

純 資 産 (千円) 1,144,962 1,221,509 825,389 1,768,888

１株当たり純資産額　(円) 134.00 139.48 93.14 178.14
　

（注)１.第12期より連結計算書類を作成しておりますので、第11期については、当社単体の数値を記
載しております。

２.第11期の親会社株主に帰属する当期純利益については、当社単体の当期純利益を記載してお
ります。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会社名 資本金 出資比率 主要な事業内容

株式会社Mediplat 182,500千円 51.0％
医療相談プラットフォームサービ
ス

株式会社フィッツ
プラス

　100,000千円 100.0％
特定保健指導関連サービス及び管
理栄養士による食事トレーニング
サービス

③重要な企業結合等の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容
　

　

事 業 事 業 内 容

ドクタープラットフォーム事業 医師の集合知を活用したサービス

ヘルスケアソリューション事業
健康増進・予防などのコンシューマー向け
ヘルスケア支援サービス

(8) 主要な営業所

①当社
　

名 称 所 在 地

本 社 東京都中央区銀座六丁目18番２号

②子会社等

名 称 所 在 地

株式会社Mediplat 東京都中央区銀座六丁目18番２号

株式会社フィッツプラス 東京都中央区銀座六丁目18番２号
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(9) 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

　

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

96名 17名増
　

(注) 従業員数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

　
② 当社の従業員の状況

　

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

66名 14名増
　

(注) 従業員数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

　
(10) 主要な借入先

　

借入先 借入金残高

株式会社みずほ銀行 214百万円

　
2. 会社の株式に関する事項(平成30年９月30日現在）

　(1) 発行済株式の総数 9,193,050株

　(2) 株主数 2,297名

　(3) 大株主
　

株 主 名 持 株 数 持株比率

石見 陽 2,800,000 株 30.45 ％

BOZO株式会社 625,000 6.79

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 546,700 5.94

島田 亨 474,500 5.16

山中 篤史 470,000 5.11

堺 昌彦 360,000 3.91

スギホールディングス株式会社 275,000 2.99

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 217,200 2.36

BNY GCM CLIENT ACCUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 204,228 2.22

林 貴夫 190,000 2.06

（注）持株比率は自己株式99株を控除して計算しております。

(4) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日における当社役員が有する職務執行の対価として交付された

新株予約権等の内容の概要

回次
(行使価額)

行使期間 個数
目的となる株式の

種類及び数
保有者数

取締役
(社外取締役
を除く)

第９回
(1,818円)

平成28年１月１日～
平成36年11月26日

2,020個 普通株式202,000株 １名

第10回
(416円)

平成30年１月１日～
平成35年２月４日

1,140個 普通株式114,000株 １名

第11回
(635円)

平成28年５月31日～
平成35年５月30日

1,535個 普通株式153,500株 １名

第12回
(1,743円)

平成32年１月１日～
平成40年３月29日

40個 普通株式4,000株 ２名

社外取締役
第10回
(416円)

平成30年１月１日～
平成35年２月４日

105個 普通株式10,500株 １名

監査役
第12回

(1,743円)
平成32年１月１日～
平成40年３月29日

20個 普通株式2,000株 １名

(2) 当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予

約権等の内容の概要

平成30年３月15日開催の取締役会決議による新株予約権

①新株予約権の払込金額 新株予約権1個につき100円

②新株予約権の行使価額 １株につき1,743円

③新株予約権の行使条件
(1) 本新株予約権者は、当社の営業利益が、下記(a)または(b)に掲げる条

件のいずれかを充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本
新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合を限度として、当該営業利
益が下記(a)または(b)に掲げる水準を最初に充たした期の有価証券報
告書の提出日の翌月１日から行使することができる。

(a) 平成31年９月期または平成32年９月期のいずれかの期の営業利益が
1,500百万円を超過した場合：

　 100％
(b) 平成33年９月期または平成34年９月期のいずれかの期の営業利益が

1,500百万円を超過した場合：
　 50％

　なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報

告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない

場合、損益計算書）における営業利益を参照するものとし、国際財務

報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった

場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、

行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予
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約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とす

る。

(2) 新株予約権者は、当社または当社関係会社（会社計算規則第２条第３

項第22号所定の「関係会社」をいう。）の取締役、監査役、執行役員ま

たは従業員を退任または退職した場合、当該退任または退職の時点で

上記(1)に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、そ

れ以降本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役

会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお

ける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行

使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

④新株予約権の行使期間 平成32年１月１日から平成40年３月29日まで

⑤当社使用人等への交付状況

新株予約権の数
目的となる株式の

種類及び数
交付者数

当社の使用人(会社役
員を兼ねている者を
除く)

1,080個 普通株式108,000株 54人

子会社の役員及び使
用人(当社の役員又は
使用人を兼ねている
者を除く)

260個 普通株式 26,000株 13人

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。

― 11 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年11月20日 16時26分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）



4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

石見 陽 代表取締役社長
株式会社EP綜合 取締役
株式会社Mediplat 取締役

林 光洋 取締役
株式会社Mediplat 代表取締役
株式会社フィッツプラス 取締役
株式会社ベータカタリスト 取締役

宮田 俊男 取締役 －

末吉 俊一 常勤監査役
株式会社Mediplat 監査役
株式会社フィッツプラス 監査役

葉山 孝 監査役 公認会計士葉山孝事務所 代表

佐藤 弘康 監査役 法律事務所Comm&Path
　

(注) 1. 監査役葉山孝氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。

2. 取締役宮田俊男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、監査役末吉俊一氏、

葉山孝氏及び佐藤弘康氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は以下のとおりであります。

（1）就任

平成29年12月19日付開催の定時株主総会において、末吉俊一氏は新たに監査役に選任され、

就任いたしました。

　 （2）退任

　 平成29年12月19日付開催の定時株主総会終結の時をもって、監査役 龍湖康雄氏は任期満了

のため退任いたしました。

4. 当社では、取締役会の意思決定機能、監督機能の強化、及び特定分野の業務執行機能の強

化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員には次の３名を選任

しております。

執行役員 福村 彰展 CTO室長

執行役員 天坊 吉彦 メディカルサービス事業部長

執行役員 平林 利夫 経営企画部長

(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

取締役３名 34,680千円 （うち社外１名 4,800千円）

監査役４名 13,800千円 （うち社外４名 13,800千円）
　

(注) 期末現在の人員数は取締役３名、監査役３名であります。
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(3) 社外役員に関する事項

① 社外役員の主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会出席状況 監査役会出席状況

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役 宮 田 俊 男 22回中22回 100％ － －

監査役 末 吉 俊 一 17回中17回 100％ 11回中11回 100％

監査役 葉 山 孝 22回中22回 100％ 17回中17回 100％

監査役 佐 藤 弘 康 22回中22回 100％ 17回中17回 100％

　(注) 監査役 末吉俊一氏は、平成29年12月19日開催の第13回定時株主総会で監査役に選任されて
おり、就任後の開催回数であります。

・取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役及び各監査役は、それぞれの得意分野の見地から適宜質問し、取締

役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており

ます。

② 重要な兼職先と当社との関係

　取締役及び監査役の重要な兼職先は「(1) 取締役及び監査役の氏名等」に記

載の通りであります。なお、当社とそれらの兼職先との間には特別の利害関係

はありません。

③ 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役宮田俊男氏、社外監査役末吉俊一氏、葉山孝氏及び佐藤弘

康氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法

令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、

当該社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な

過失がないときに限られております。
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5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ
　
(2) 報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,375千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

23,375千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分
できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計
額を記載しております。

　

(3) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

　当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実

務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度

の監査計画との実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、

会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。
　
(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役

会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたしま

す。

　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合

には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、

会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
　
6. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況

当社の取締役会は、内部統制の実施状況に対する整備・運用状況をチェックし、

適宜基本方針の見直しを実施することで、内部統制システムの充実を図っていま

す。
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(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①取締役会は、「Mission」「Vision」「Our Values」及び規程に基づき、代表取締

役社長がその精神を継続的に取締役、執行役員及び使用人に伝達することによ

り法令・定款及び社会規範を順守してまいります。

②取締役会は、コンプライアンスに関する規程を制定し、取締役、執行役員及び

使用人がコンプライアンスに取り組むための体制を整備してまいります。

③代表取締役社長は、「リスクマネジメント規程」に基づきコンプライアンスに

取り組むための全社横断組織としてリスクマネジメント委員会を設置し、リス

ク管理体制の整備及び問題点の把握に努めてまいります。

④取締役会は、経営企画部長、監査役及び外部の法律事務所を通報窓口とする

「ヘルプライン規程」を制定し、不正行為等の防止及び早期発見に努めてまいり

ます。

⑤監査役は、取締役会への出席及び業務執行状況の調査等を通じて、公正不偏な

立場から、取締役の職務執行を監査してまいります。また、監査役は、会社の

業務に適法性を欠く事実又は適法性を欠くおそれのある事実を発見したときは、

その事実を指摘して、これを改めるよう取締役会に勧告し、状況によりその行

為の差止めを請求できる体制を構築してまいります。

⑥内部監査担当部署は、「内部監査規程」に基づき各部署におけるコンプライア

ンスの状況を監査し、監査結果を定期的に代表取締役社長及び監査役に報告し

てまいります。

⑦反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対策規程」に基づきいかなる場合に

おいても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを

当社内に周知してまいります。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報は、「文書取扱規程」に従い、適切に記録し、保

存するとともに、必要な関係者が閲覧できる体制といたします。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスク管理については、リスクの種類毎に担当部署にて、規程の見直し、マニ

ュアルの作成、研修等を行ない、リスクの早期発見と防止に努めることを原則

とし、組織横断的リスク状況の管理は、リスクマネジメント委員会が各担当部

署との情報共有及び定期的な会合等を通じて行なうものといたします。

②情報セキュリティ管理規程、個人情報取扱規程に基づき、機密情報の管理徹底

と個人情報の適切な保護を行うものといたします。

③万一不測の事態が発生した場合には、リスクマネジメント委員会が中心となっ

て、全社的な対応を行うものといたします。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

①取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監

督等を行うものとし、毎月１回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確

な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。ま

た、中期経営計画及び年次計画を策定し、各取締役の職務の執行について効率

性を確保いたします。

②取締役は、当該計画達成のために、責任の明確化を目的として制定された「職

務権限規程」に基づき、自らが管掌する部門において具体的計画及び効率的な

達成方法を定めるものといたします。

③取締役は、取締役会、経営会議等において、前号に関する進捗状況を報告する

ものといたします。

(5) 次に掲げる体制その他の会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団に

おける業務の適正を確保するための体制

　企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備しております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監

査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①当社は、監査役より職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、

監査役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を設置することといたします。

②前号に基づき、監査役より監査業務に必要な命令を受けた者は、その命令に関

して、取締役等の指揮命令を受けないものといたします。

③上記1号に基づき、監査役の職務を補助すべき使用人は監査役の指揮命令にの

み服するものとし、その人事及び給与等の待遇を決定ないし変更するに際して

は、監査役との事前協議を要するものとし、取締役からの独立性を確保いたし

ます。
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(7) 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制

イ) 取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制

①監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締

役会等の重要な会議に出席して出席者に説明等を求めることができるとともに、

必要に応じて随時、取締役、執行役員及び使用人に報告を求めることができる

ものといたします。

②取締役、執行役員または使用人は、前号の監査役の求めに応じて、業務執行の

状況、内部監査の実施及び通報状況、その通報の内容等を報告する体制を整備

いたします。

③取締役は、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項を発見した場合は、直

ちにその内容を監査役に報告いたします。

ロ) 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員等の職務を

行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告

を受けた者が監査役に報告をするための体制

　 企業集団全体で内部統制の徹底を図るための体制を整備しております。

(8) 前項に基づいて、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不

利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①当社は、ヘルプライン規程を設けて、受理された内部通報のうち必要なものは

速やかに調査いたします。当該制度においては、内部通報の受付窓口は経営企

画部長、監査役及び外部の法律事務所に設置されており、通報者が適切に通報

先を選択することにより、通報者が特定されないよう整備されております。

②当社は、内部通報をした者等、監査役への報告をした者に対し、当該報告をし

たことを理由に人事その他の処遇においていかなる不利益な取扱いを行うこと

を禁止し、その旨を取締役、執行役員及び使用人に周知徹底いたします。

(9) 会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　 当社は、監査役が、その職務の執行のために、弁護士、公認会計士その他の

社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するな

どのために所要の費用の前払い又は償還等を請求するときは、当該請求に係る

費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、

これを拒むことができないこととし、速やかに当該費用又は債務を処理するも

のといたします。
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(10)その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

①監査役と代表取締役社長、内部監査責任者、会計監査人との間の定期的な意見

交換会を設定するなど、相互の連携を図ることといたします。

②監査役が経営会議などの重要会議に出席し、または稟議書等の重要文書の閲覧

を通じて意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保すること

といたします。

内部統制システムの運用状況は、以下のとおりです。

　 当社は上記内部統制システムの構築を行っており、かつ、取締役会及びリス

クマネジメント委員会において、継続的に経営上のリスクを抽出したうえで対

応策の検討を行っております。それらを踏まえ、必要に応じて業務または社内

規程の見直しを行い、内部統制システムの実効性向上を図っております。

　また、内部監査担当部署は監査役及び会計監査人と連携しながら内部監査を

実施し、社内ビジネスプロセス・経理財務・情報システム・人事労務の各視点

から内部監査を実施し、日々の業務が法令・定款、社内規程等に整合している

ことを検証しております。

7． 株式会社の支配に関する基本方針

　当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特

に定めておりません。

　一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さ

ないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会

的な動向も見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

本事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨て、比率は表示桁未満を四捨五入し

て表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

(平成30年９月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,332,316 流 動 負 債 648,072

現 金 及 び 預 金 1,823,694 買 掛 金 6,793

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 417,137 未 払 金 151,243

商 品 3,307 短 期 借 入 金 60,000

仕 掛 品 12,336
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

78,320

繰 延 税 金 資 産 41,470 未 払 法 人 税 等 131,046

そ の 他 34,369 賞 与 引 当 金 46,644

固 定 資 産 237,736 ポ イ ン ト 引 当 金 53,711

有 形 固 定 資 産 42,004 そ の 他 120,313

建 物 20,633 固 定 負 債 153,092

工具、器具及び備品 21,371 長 期 借 入 金 152,370

無 形 固 定 資 産 117,398 資 産 除 去 債 務 722

の れ ん 48,166 負 債 合 計 801,165

ソ フ ト ウ エ ア 32,445 純 資 産 の 部

ソフトウェア仮勘定 36,786 株 主 資 本 1,637,642

投 資 そ の 他 の 資 産 78,333 資 本 金 701,813

関 係 会 社 株 式 15,095 資 本 剰 余 金 918,859

関係会社長期未収入金 5,067 利 益 剰 余 金 17,114

敷 金 62,019 自 己 株 式 △145

繰 延 税 金 資 産 1,137 新 株 予 約 権 11,693

貸 倒 引 当 金 △4,986 非 支 配 株 主 持 分 119,552

純 資 産 合 計 1,768,888

資 産 合 計 2,570,053 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,570,053
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 2,199,164

売 上 原 価 567,617

売 上 総 利 益 1,631,547

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,263,691

営 業 利 益 367,855

営 業 外 収 益

受 取 利 息 12

投 資 有 価 証 券 売 却 益 26,428

為 替 差 益 80

消 費 税 等 免 除 益 2,088

そ の 他 1,311 29,921

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,260

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 10,532

株 式 交 付 費 4,988

そ の 他 599 18,381

　経 常 利 益 379,395

特 別 損 失

オ フ ィ ス 統 合 費 用 30,420 30,420

　税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 348,975

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 155,097

法 人 税 等 調 整 額 △17,127 137,969

　当 期 純 利 益 211,005

非支配株主に帰属する当期純利益 4,672

親会社株主に帰属する当期純利益 206,332
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本
新株
予約権

非支配株
主持分

純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本合

計

当 期 首 残 高 510,393 492,318 △189,218 － 813,493 11,896 － 825,389

当 期 変 動 額

新株の発行 175,970 175,970 － － 351,941 － － 351,941

新株の発行
（新株予約権
の行使）

15,450 15,450 － － 30,900 － － 30,900

連結子会社
の増資によ
る持分の増
減

－ 235,120 － － 235,120 － － 235,120

自己株式の
取得

－ － － △145 △145 － － △145

親会社株主

に帰属する

当期純利益

－ － 206,332 － 206,332 － － 206,332

株主資本以

外の項目の

当期変動額

（純額）

－ － － － － △203 119,552 119,349

当期変動額合計 191,420 426,541 206,332 △145 824,148 △203 119,552 943,498

当 期 末 残 高 701,813 918,859 17,114 △145 1,637,642 11,693 119,552 1,768,888
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成30年11月19日

メドピア株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 髙 木 政 秋 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 裕 之 印

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、メドピア株式会社の平成
29年10月１日から平成30年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤
謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一
般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による
連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監
査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監
査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、メドピア株式会社及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

連結計算書類に係る監査報告書
　当監査役会は、平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第14期事業年度に
係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類
について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当
該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果
　会計監査人・有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

平成30年11月22日
メドピア株式会社 監査役会
常勤監査役（社外監査役）末 吉 俊 一 印

社外監査役 葉 山 孝 印
社外監査役 佐 藤 弘 康 印
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貸 借 対 照 表

(平成30年９月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,868,961 流 動 負 債 504,743

現 金 及 び 預 金 1,445,932 未 払 金 107,314

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 337,070
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

77,202

仕 掛 品 3,215 未 払 費 用 19,385

前 払 費 用 19,218 未 払 法 人 税 等 127,293

繰 延 税 金 資 産 41,470 前 受 金 38,922

そ の 他 22,053 預 り 金 4,900

固 定 資 産 321,738 賞 与 引 当 金 41,114

有 形 固 定 資 産 42,004 ポ イ ン ト 引 当 金 53,711

建 物 20,633 そ の 他 34,898

工具、器具及び備品 21,371 固 定 負 債 152,370

無 形 固 定 資 産 117,398 長 期 借 入 金 152,370

の れ ん 48,166 負 債 合 計 657,113

ソ フ ト ウ エ ア 32,445 純 資 産 の 部

ソフトウエア仮勘定 36,786 株 主 資 本 1,521,893

投 資 そ の 他 の 資 産 162,335 資 本 金 701,813

関 係 会 社 株 式 49,000 資 本 剰 余 金 724,237

関係会社長期貸付金 240,000 資 本 準 備 金 724,237

　関係会社長期未収入金 5,067 利 益 剰 余 金 95,987

敷 金 62,019 そ の 他 利 益 剰 余 金 95,987

繰 延 税 金 資 産 1,137 繰 越 利 益 剰 余 金 95,987

　貸 倒 引 当 金 △194,888 自 己 株 式 △145

新 株 予 約 権 11,693

純 資 産 合 計 1,533,586

資 産 合 計 2,190,699 負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,190,699
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損 益 計 算 書

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,794,473

売 上 原 価 389,757

売 上 総 利 益 1,404,715

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 990,172

営 業 利 益 414,543

営 業 外 収 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 26,428

受 取 利 息 1,624

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 戻 入 益 16,620

為 替 差 益 87

業 務 受 託 料 5,570

そ の 他 755 51,086

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,334

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 92,106

そ の 他 2,233 95,674

　経 常 利 益 369,956

特 別 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 97,530 97,530

特 別 損 失

オ フ ィ ス 統 合 費 用 27,028 27,028

　税 引 前 当 期 純 利 益 440,457

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 153,248

法 人 税 等 調 整 額 △17,127 136,121

　当 期 純 利 益 304,336
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株主資本等変動計算書

（平成29年10月１日から
平成30年９月30日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本
準備金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越利益

剰 余 金

当 期 首 残 高 510,393 532,817 532,817 △208,348 △208,348

当 期 変 動 額

新株の発行 175,970 175,970 175,970 － －

新株の発行(新株予約権の行使) 15,450 15,450 15,450 － －

自己株式の取得 － － － － －

当期純利益 － － － 304,336 304,336

株主資本以

外の項目の

当期変動額

（純額）

－ － － － －

当期変動額合計 191,420 191,420 191,420 304,336 304,336

当 期 末 残 高 701,813 724,237 724,237 95,987 95,987

　
株 主 資 本

新株
予約権

純資産合計
自己株式

株主資本
合 計

当 期 首 残 高 － 834,861 11,896 846,757

当 期 変 動 額

新株の発行 － 351,941 － 351,941

新株の発行(新株予約権の行使) － 30,900 － 30,900

自己株式の取得 △145 △145 － △145

当期純利益 － 304,336 － 304,336

株主資本以

外の項目の

当期変動額

（純額）

－ － △203 △203

当期変動額合計 △145 687,032 △203 686,828

当 期 末 残 高 △145 1,521,893 11,693 1,533,586
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成30年11月19日

メドピア株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 髙 木 政 秋 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊 藤 裕 之 印

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、メドピア株式会社
の平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第14期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計
算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠
を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正
又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基
づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ
た適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成29年10月１日から平成30年９月30日までの第14期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の
上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施しました。

一 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。
　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報交換を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。

二 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

三 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附
属明細書について検討いたしました。
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2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し
く示しているものと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する
重大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人・有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

平成30年11月22日
メドピア株式会社 監査役会
常勤監査役（社外監査役）末 吉 俊 一 印

社外監査役 葉 山 孝 印
社外監査役 佐 藤 弘 康 印

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

　 第１号議案　 取締役３名選任の件

取締役全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、当社は、安島孝知氏の選任

が承認された場合は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であり

ます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
所有する

当社の株式数

１
石
いわ

見 陽
み よう

（昭和49年３月９日生）

平成11年４月 東京女子医科大学病院循環器内科学入局

2,800,000株

平成16年12月 株式会社メディカル・オブリージュ

（現当社)設立

当社取締役

平成17年５月 当社代表取締役社長（現任）

平成26年10月 株式会社綜合臨床ホールディングス（現株式

会社EP綜合）取締役（現任）

平成28年７月 株式会社Mediplat取締役(現任)

平成28年10月 株式会社フィッツプラス取締役

２
林
はやし

光 洋
みつ ひろ

（昭和48年10月18日生）

平成８年４月 藤田観光株式会社入社

10,879株

平成15年12月 株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成21年４月 同社執行役員EC事業本部長

平成27年４月 株式会社ベータカタリスト取締役(現任)

平成27年11月 株式会社Mediplat代表取締役(現任)

平成28年10月 株式会社フィッツプラス取締役(現任)

平成28年12月 当社取締役(現任)

３
安
あ じ ま た か と も

島 孝 知

（昭和37年１月30日生）

昭和59年４月 Bain & Company Japan, Inc.入社

―株

平成元年10月 株式会社コーポレイトディレクション入社

平成17年６月 株式会社CDIメディカル代表取締役CEO（現

任）

平成22年３月 株式会社コーポレイトディレクション取締役

（現任）

平成26年６月 日水製薬株式会社取締役（現任)
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（注）１ 安島孝知氏は社外取締役候補者であります。

２. 安島孝知氏を社外取締役候補者とした理由は、豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社

の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。

３．社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

　会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結

しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額を限度としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその職務を行うにつき善意でありか

つ重大な過失がないときに限られております。

４．社外取締役の安島孝知氏は新任社外取締役として選任をお願いするものであります。

５．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上
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B4

A4

A2

A1

A3

A5

A7

A6

A8

A9

A10

出口2

出口4

出口6

出口8

本町二丁目

本町

出口5

地下道

東京メトロ銀座線

三越前駅

JR総武本線

新日本橋駅

東京メトロ半蔵門線

三越前駅

日本橋ライフサイエンス
ビルディング

三井本館

日本橋三井タワー

日本橋アステラス
三井ビルディング

COREDO
室町1

YUITO

福徳神社
ローソン■

ドトール■

■

スターバックス

第一三共本社
NOF

日本橋本町ビル

肉のハナマサ

COREDO
室町2

総武本線

江戸通り

入口

COREDO
室町3

三越新館

三越本館

日本銀行

昭
和
通
り

昭
和
通
り

中
央
通
り

中
央
通
り

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

東京メトロ半蔵門線

EV

EV

首
都
高
速
１
号
上
野
線

　
株主総会会場ご案内図

　
会 場：東京都中央区日本橋本町２丁目３番11号

日本橋ライフサイエンスビルディング

２階大会議室

ＴＥＬ：０３－６２１４－３０８６

　

　

交 通：●東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅

　A６番出口より徒歩３分

●JR総武本線「新日本橋」駅

　５番出口より徒歩２分
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